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子
ど
も
の
医
療
に
要
し
た
費
用

の
う
ち
、
保
険
診
療
に
係
る
自
己

負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

　

出
生
又
は
転
入
時
に
、
子
育
て

支
援
課
又
は
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
で
受
給
者
の
登
録
が
必
要
で

す
。

　

小
学
校
在
学
中
の
児
童
に
つ
い

て
は
、
入
院
し
た
（
す
る
）
場
合

に
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

す
で
に
、
登
録
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
助
成
額

　

小
学
校
就
学
前

＝
入
院
・
外
来
共
に
全
額
助
成

　

小
学
校
在
学
中

　
　

＝
入
院
分
の
み
全
額
助
成

●
申
請
方
法 

　

健
康
保
険
証
、
受
給
資
格
者
証

を
提
示
し
、「
自
己
負
担
額
支
払

明
細
個
票
」
を
医
療
機
関
等
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

「
自
己
負
担
額
支
払
明
細
個
票
」

は
、
各
医
療
機
関
等
の
窓
口
に

置
い
て
あ
り
ま
す
。

○ 

必
要
事
項
を
記
入
し
て
あ
る
も

中
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
に
か
か
る
医
療
費
の
う
ち
、

保
険
診
療
に
よ
る
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

子
ど
も

子
ど
も

手
当
手
当

子
ど
も

子
ど
も

医
療
費

医
療
費

助
成
金

助
成
金

中
学
校
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給

し
ま
す
。

平
成
23
年
９
月
ま
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
額
の
一
人
当
た
り

１
３
，
０
０
０
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も

　

０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で

　
（
０
歳
か
ら
15
歳
に
な
っ
た
後

　
　

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）

●
手
当
額

　

一
人
当
た
り
＝

　
　
　

月
額
１
３
，
０
０
０
円

●
申
請
手
続
き
の
必
要
な
人

①
出
生
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に
養

育
す
る
子
ど
も
が
で
き
た
人

②
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
を
し
た

人 

※
公
務
員
は
、
勤
務
先
で
の
申
請

が
必
要
で
す
。

●
申
請
者

　

家
計
の
主
宰
者

　
（
生
計
を
維
持
し
て
い
る
人
）

●
必
要
書
類

　

申
請
者
本
人
の

　
　

預
金
通
帳
及
び
保
険
証

※
申
請
者
名
義
の
口
座
に
限
り
ま

す
。 

●
申
請
期
限

　

出
生
又
は
転
入
し
た
日
か
ら
15

日
以
内

支払日 支払対象月

６月６日
２月・３月・
４月・５月分  

10 月６日
６月・７月・
８月・９月分

●支払日

※
も
し
、
15
日
を
過
ぎ
る
と
受
給

で
き
な
い
月
が
発
生
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
申
請
受
付
窓
口

○
市
子
育
て
支
援
課

　

 （
１
階
⑱
番
窓
口
）

○
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

保
護
者
の
病
気
な
ど
の
た
め
に
、
緊
急
・
一
時
的
に
子
ど
も
の
保
育

が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
昼
間
の
み
子
ど
も
を
預
か
り
、
保
育

し
ま
す
。

●
対
象
児
童

　

保
護
者
の
病
気
や
出
産
、
事
故

等
で
、
緊
急
・
一
時
的
に
保
育
が

で
き
な
く
な
っ
た
児
童
が
対
象
で

す
。

　

ま
た
、
保
護
者
の
育
児
等
に
よ

る
負
担
解
消
な
ど
の
私
的
な
理
由

で
も
利
用
で
き
ま
す
。

●
保
育
時
間
及
び
期
間

　

昼
間
の
み
の
利
用
で
、
そ
の
理

由
に
よ
り
必
要
と
な
る
期
間

●
利
用
方
法

　

希
望
す
る
保
育
園
に
直
接
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。
下
記
以
外
の
保

育
園
で
も
、
自
主
的
に
一
時
預
か

り
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

 

実
施
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
各
保

育
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

保
護
者
の
急
な
病
気
な
ど
で
緊

急
に
児
童
の
保
育
が
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
に
、
か
の
や
乳
児

院
又
は
大
隅
学
舎
で
一
定
期
間

子
ど
も
を
預
か
り
、
保
育
し
ま

す
。

●
対
象
児
童

　

保
護
者
の
病
気
や
仕
事
、
冠
婚

葬
祭
な
ど
で
、
緊
急
に
保
育
が
で

き
な
く
な
っ
た
児
童
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

●
実
施
場
所

◇
２
歳
未
満
の
児
童

　

か
の
や
乳
児
院
（
新
川
町
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

42 ｰ

２
５
３
１

◇
２
歳
以
上
の
児
童

　

大
隅
学
舎
（
西
原
２
丁
目
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

43 ｰ

６
２
２
９

●
時
間
及
び
期
間

　

24
時
間
体
制
で
、
原
則
１
週
間

ま
で
（
延
長
可
）

●
利
用
方
法

　

市
子
育
て
支
援
課
又
は
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
で
、
利
用
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 
利
用
児
童
の
保
険
証
の
写
し
が

必
要
で
す
。

２歳未満
の 児 童

２歳以上
の 児 童

市 民 税
非課税世帯

1,100 円 1,000 円

市 民 税
課 税 世 帯

5,350 円 2,750 円

●利用料金（１日あたり）

●実施園及び利用料金（おやつ代等、別途料金が必要になる場合があります）
保育所名 電話番号 時　間 利用料金

鹿
屋
地
区

松下保育園
（西原１丁目） 0994-42-2769 ８:00 ～ 18:00 ４時間以内＝ 1,000 円／日

超過１時間＝ 200 円

高隈保育園
（上高隈町） 0994-45-2039 ７:30 ～ 18:00

１日＝　０歳　：2,000 円
　　　１～２歳：1,600 円
　　　３歳以上：1,000 円

光華保育園
（花岡町） 0994-46-3764 ８:30 ～ 17:30

１時間＝　０歳　：350 円
　　　　１～２歳：300 円
　　　　　３歳　：250 円
　　　　４歳以上：200 円

わかば保育園
（寿４丁目） 0994-44-5234 ８:00 ～ 17:00 午前＝ 1,000 円

午後＝ 1,000 円

串
良
地
区

ひばり保育園
（串良町細山田） 0994-62-3377 ７:00 ～ 18:00

４時間以内＝ 1,000 円／日
４時間超＝ 2,000 円／日
※１歳３か月未満児の預かり時間
　８:30 ～ 17:30

洗心保育園
（串良町有里） 0994-63-9192 ７:30 ～ 18:30 半日＝ 1,000 円

１日＝ 2,000 円

ふたば保育園
（串良町下小原） 0994-63-2620 ７:10 ～ 18:40 ４時間以内＝ 1,000 円／日

超過１時間＝ 200 円

一
時
一
時

預
か
り

預
か
り

シ
ョ
ー

シ
ョ
ー

ト
ス
テ

ト
ス
テ

イイ

　

市
で
は
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
や
子
育
て
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
の
た
め
、

様
々
な
子
育
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
の
負
担
を
軽
減
で
き
る
各
種
制
度
を
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
子
育
て
支
援
課
（
１
階
⑰
・
⑱
番
窓
口
）　

☎
０
９
９
４-

31-

１
１
３
４

子
育
て
支
援
の
各
種
制
度
を

          　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

の
で
あ
れ
ば
コ
ピ
ー
の
提
出
も

可
能
で
す
。

○ 

助
成
金
の
振
込
は
、
受
診
月
の

２
か
月
後
の
月
末
に
な
り
ま

す
。受

診
か
ら
振
込
ま
で
の
流
れ

受診月 受診月の翌月 受診月の翌々月

○個票の提出

○受給資格者証の提示

○個票の審査・集計

○市町村へのデータ送付
支給額の決定

月　

末　

振　

込

医療機関等の窓口 県国保連合会 市

10日まで


